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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 11月 18日 (2004.11.18)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 イ ン キ ま た は そ の 他 の 溶 液 を 提 供 す る た め の 装 置 に お い て 、
　 第 １ の ロ ー ラ が 設 け ら れ て お り 、
　 該 第 １ の ロ ー ラ よ り も 低 速 の 表 面 速 度 を 有 す る 第 ２ の ロ ー ラ が 設 け ら れ て お り 、
　 動 作 中 、 一 定 の 長 さ の 経 路 に お い て 、 前 記 第 １ の ロ ー ラ お よ び 第 ２ の ロ ー ラ 上 を 走 行 す
る 弾 性 ベ ル ト が 設 け ら れ て お り 、 該 弾 性 ベ ル ト が 第 １ の ロ ー ラ と 第 ２ の ロ ー ラ と の 間 の 第
１ の ベ ル ト 領 域 及 び 、 該 第 １ の ベ ル ト 領 域 は 反 対 側 の 、 第 １ の ロ ー ラ と 第 ２ の ロ ー ラ と の
間 の 第 ２ の ベ ル ト 領 域 を 通 過 す る よ う に な っ て お り 、 弾 性 ベ ル ト が 、 第 ２ の ベ ル ト 領 域 に
位 置 す る 時 よ り も 第 １ の ベ ル ト 領 域 に 位 置 す る 時 の ほ う が 薄 く な っ て い る こ と を 特 徴 と す
る 、 イ ン キ ま た は そ の 他 の 溶 液 を 提 供 す る た め の 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 弾 性 ベ ル ト が 接 触 領 域 に お い て 第 １ の ロ ー ラ に 接 触 し 、 弾 性 ベ ル ト が 、 前 記 接 触 領
域 に お い て 、 第 １ の ロ ー ラ の 表 面 速 度 と 同 じ 表 面 速 度 を 有 し て い る 、 請 求 項 １ 記 載 の 装 置
。
【 請 求 項 ３ 】
　 第 ２ の 弾 性 ベ ル ト が 設 け ら れ て お り 、 前 記 弾 性 ベ ル ト が 第 ２ の 弾 性 ベ ル ト と 接 触 す る 、
請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 弾 性 ベ ル ト が 接 触 領 域 に お い て 第 ２ の ロ ー ラ に 接 触 し 、 弾 性 ベ ル ト が 、 接 触 領 域 に
お い て 、 第 ２ の ロ ー ラ と 同 じ 表 面 速 度 を 有 し て い る 、 請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 弾 性 ベ ル ト が 第 ２ の 接 触 領 域 に お い て 第 １ の ロ ー ラ に 接 触 し 、 弾 性 ベ ル ト が 、 第 ２
の 接 触 領 域 に お い て 、 第 １ の ロ ー ラ と 同 じ 表 面 速 度 を 有 し て い る 、 請 求 項 ４ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】



　 前 記 第 ２ の ロ ー ラ の 第 ２ の 半 径 が 、 前 記 第 １ の ロ ー ラ の 第 １ の 半 径 よ り も 小 さ い 、 請 求
項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 イ ン キ 膜 が 設 け ら れ て お り 、 該 イ ン キ 膜 が 、 前 記 弾 性 ベ ル ト の 外 面 に 配 置 さ れ て い る 、
請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 イ ン キ 膜 が 、 第 ２ の ベ ル ト 領 域 よ り も 第 １ の ベ ル ト 領 域 に お い て よ り 薄 く な っ て い
る 、 請 求 項 ７ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 イ ン キ つ ぼ ロ ー ラ が 設 け ら れ て お り 、 該 イ ン キ つ ぼ ロ ー ラ が 、 前 記 第 ２ の ロ ー ラ に お い
て 前 記 ベ ル ト に 接 触 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 イ ン キ 着 け ロ ー ラ が 設 け ら れ て お り 、 該 イ ン キ 着 け ロ ー ラ が 、 前 記 第 １ の ロ ー ラ に お い
て 前 記 ベ ル ト に 接 触 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 版 胴 が 設 け ら れ て お り 、 該 版 胴 が 、 前 記 第 １ の ロ ー ラ に お い て 前 記 ベ ル ト に 接 触 す る 、
請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 第 １ の 弾 性 ベ ル ト に 接 触 す る 第 ２ の 弾 性 ベ ル ト と 、 該 第 ２ の 弾 性 ベ ル ト に 接 触 す る
第 ３ の 弾 性 ベ ル ト と が 設 け ら れ て い る 、 請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の ロ ー ラ が 、 被 駆 動 ロ ー ラ で あ る 、 請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 イ ン キ ン グ ユ ニ ッ ト で あ る 、 請 求 項 １ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 版 胴 に イ ン キ ま た は そ の 他 の 溶 液 を 提 供 す る た め の 方 法 に お い て 、
　 第 １ の 表 面 速 度 で 第 １ の ロ ー ラ を 回 転 さ せ 、
　 第 ２ の 表 面 速 度 で 第 ２ の ロ ー ラ を 回 転 さ せ 、 前 記 第 １ の 表 面 速 度 が 、 前 記 第 ２ の 表 面 速
度 よ り も 大 き く 、
　 弾 性 ベ ル ト を 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の ロ ー ラ 上 に 走 行 さ せ 、 弾 性 ベ ル ト が 、 第 １ の ロ ー ラ
と 第 ２ の ロ ー ラ と の 間 の 第 １ の ベ ル ト 領 域 及 び 、 該 第 １ の ベ ル ト 領 域 と は 反 対 側 の 、 第 １
の ロ ー ラ と 第 ２ の ロ ー ラ と の 間 の 第 ２ の ベ ル ト 領 域 を 通 過 し 、 弾 性 ベ ル ト が 、 第 ２ の ベ ル
ト 領 域 よ り も 第 １ の ベ ル ト 領 域 に お い て よ り 薄 く な っ て お り 、 弾 性 ベ ル ト の 経 路 が 一 定 の
長 さ を 維 持 し て お り 、
　 さ ら に 、 前 記 弾 性 ベ ル ト を イ ン キ ま た は そ の 他 の 溶 液 に 接 触 さ せ る ス テ ッ プ か ら 成 る 、
版 胴 に イ ン キ ま た は そ の 他 の 液 体 を 提 供 す る た め の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 弾 性 ベ ル ト を 第 ２ の 弾 性 ベ ル ト に 接 触 さ せ る 、 請 求 項 １ ５ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 第 １ の ロ ー ラ を 回 転 さ せ る ス テ ッ プ が 、 該 第 １ の ロ ー ラ を 駆 動 す る こ と を 含 み 、 前
記 第 ２ の ロ ー ラ を 回 転 さ せ る ス テ ッ プ が 、 該 第 ２ の ロ ー ラ を 駆 動 す る こ と を 含 ん で い る 、
請 求 項 １ ５ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 接 触 ス テ ッ プ が 、 イ ン キ を 前 記 ベ ル ト に 提 供 す る こ と を 含 ん で い る 、 請 求 項 １ ５ 記
載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 印 刷 機 に お い て イ ン キ ま た は そ の 他 の 溶 液 を 提 供 す る た め の 装 置 に お い て 、
　 第 １ の 表 面 速 度 で モ ー タ に よ っ て 駆 動 さ れ る 第 １ の ロ ー ラ が 設 け ら れ て お り 、
　 前 記 第 １ の 表 面 速 度 よ り も 低 速 の 第 ２ の 表 面 速 度 で 前 記 モ ー タ ま た は 別 の モ ー タ に よ っ
て 駆 動 さ れ る 第 ２ の ロ ー ラ が 設 け ら れ て お り 、
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　 弾 性 ベ ル ト が 設 け ら れ て お り 、 該 弾 性 ベ ル ト が 、 前 記 第 １ の ロ ー ラ と 前 記 第 ２ の ロ ー ラ
と の 間 に 第 １ の ベ ル ト 区 分 を 規 定 し か つ 該 第 １ の ベ ル ト 区 分 の 反 対 側 に お い て 前 記 第 １ の
ロ ー ラ と 前 記 第 ２ の ロ ー ラ と の 間 に 第 ２ の ベ ル ト 区 分 を 規 定 す る よ う に 、 前 記 第 １ の ロ ー
ラ お よ び 第 ２ の ロ ー ラ 上 を 走 行 し て お り 、 前 記 弾 性 ベ ル ト が 第 １ の ベ ル ト 領 域 及 び 第 ２ の
ベ ル ト 領 域 を 通 過 す る よ う に な っ て お り 、 弾 性 ベ ル ト が 、 第 ２ の ベ ル ト 領 域 に 位 置 す る 時
よ り も 第 １ の ベ ル ト 領 域 に 位 置 す る 時 の 方 が 薄 く な っ て い る こ と を 特 徴 と す る 、 印 刷 機 に
お い て イ ン キ ま た は そ の 他 の 溶 液 を 提 供 す る た め の 装 置 。
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